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地域交流室・カラオケルームが
利用できます

地域交流室
利用時間　10:00～17:00
利 用 料　原則無料。ただし、会議などの長時間占有
　　　　　する場合は次のとおりです。
町内団体の場合　無料
町外団体の場合　1時間～3時間　　700円
　　　　　　　　3時間～6時間　1,000円
　　　　　　　　6時間～8時間　1,500円

【問い合わせ・申込み先】
  サービス付き
  高齢者向け住宅あゆみ
 ☎68－6060

※飲食可能ですが、
　利用後に元の通りに
　清掃が必要です。

　大殿にオープンしたサービス付き高齢者向け住宅あゆみ内
には、グループ活動や地域交流の場として利用できる地域交
流室とカラオケルームがあります。これは、高齢者が気軽に集
える交流とふれあいの場所づくりを推進するため、町の助成を
受けて整備されたものです。お気軽にご利用ください。

　生活にかけがえのない資源である地下水を将来
に引き継いでいくために、「伯耆町地下水保全条
例」を今年３月に制定し、７月１日から施行します。

河川サポーター募集

　国土交通省では、河川に関する情報を、日常生活の
中で気づいた時に、電話やメールなどで河川管理者
に伝えていただくほか、河川愛護思想の普及・啓発活
動を、ボランティアで行っていただく方を募集します。

活動範囲　○八幡橋(米子市東八幡)～三和橋(立岩)
　　　　　○三和橋(立岩)～野上川との合流点(宮原)
対 象 者　日野川から概ね5㎞の範囲に居住の、河川に

興味や関心をお持ちの満20歳以上の方。
任　　期　7月1日～平成26年6月30日
手　　当　なし
応募方法　住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、

職業、日常的な河川の利用状況(利用内
容とその頻度)、希望する活動範囲、応募
理由、日野川についての意見などを記載
の上、日野川河川事務所HP・メール・郵
送・FAXにて応募してください。
※電話での応募は受付していません。
※詳しくは、日野川河川事務所HPの募集
　要領をご覧ください。

応募期限　6月14日(金)　必着

営業・販売関連（中級）人材育成
研修生募集

テーマ
　営業や販売に必要な知識・技術の習得を目指します。
また、パソコンの基礎技術とコミュニケーション技術も同
時に習得することにより、幅広い業務に対応する人材の
育成をし、販売士検定2級取得を目指します。

研修期間　7月18日(木)～10月18日(金)
　　　　　9:00～16:00
　　　　　(土日祝日、8/13～8/18は除く)
研修会場　境港市民会館(境港市上道町3000)
対 象 者　県内在住の求職活動中の方
研修内容　営業概論、会計基礎、エクセル、ワード、
　　　　　ビジネスマナーなど
定　　員　15名
申込締切　7月3日(水)17:00必着
面 接 日　7月5日(金)
面接場所　産業人材育成センター米子校内
　　　　　(米子市夜見町3001-8)
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 【問い合わせ・申込み先】
　鳥取県雇用創造協議会　西部支部
   (産業人材育成センター米子校内)　☎24-1238

【問い合わせ・応募先】
  国土交通省 日野川河川事務所　調査設計課
  ☎27-5484　FAX27-9131
  e-mail　 hinogawa@cgr.mlit.go.jp
  ホームページ　http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa

【問い合わせ・申込み先】
  鳥取県中小企業労働相談所「みなくる米子」
  米子市東町189-2　☎31-8785　FAX21-0034

カラオケルーム
利用時間　10:00～22:00
利 用 料（2時間、1人あたり）
一般　　　　 800円
小学生　　　 400円
60歳以上　　500円
小学生未満　　 無料

※延長料金は1時間あたり、左記料金
　の半額
※10:00～17:00の間は、1時間単位
　の利用も可能(料金は一律400円)

井戸をお持ちの方は届け出が必要です

『労働セミナー』を実施します

既に井戸を設置している方

【問い合わせ先】
  地域整備課　環境整備室　☎68-5539

　基本的な労働関係法令などの学習機会を提供し、
労働者・経営者間の紛争を未然に防止することを目的
として、下記の日程で労働セミナーを開催いたします。

ところ　米子市福祉保健総合センター
　　　　ふれあいの里　中会議室1
　　　　（米子市錦町1丁目139-3）
対象者　どなたでも参加できます。
　　　　※雇用保険の失業給付を受給中の方は、
　　　　　求職活動実績のポイントとなります。
参加料　無料
※参加される場合は、なるべく事前に
　申し込みをお願いします。

内　容　労働契約が成立するまでの流れとポイント
　　　　賃金・労働時間・休日・休暇などのきまり
　　　　社会保険の加入要件　　など
と　き　6月13日（木）10:00～11:30

＜要件＞ 井戸の揚水機の吐出口の断面積が
６㎠（直径約2.8㎝）超
※吐出口が２以上あるときは、その断面積の合計

井戸を新設される方

許可申請が必要ですので、事前に地域整備課にご連絡ください。

既に地下水を利用されている方も、
以下の要件に該当する場合は、
届け出が必要になります。

　平成25年7月1日から90日以内に届け出が必要になります。
　また、平成25年7月1日から1年以内に水量測定器を設置し、採取量
を報告していただくことになります。（地下水採取の目的が生活用水だ
けに限られる場合などは、水量測定器の設置は必要ありません。）

※上記要件に該当しない場合は、届け出などは不要です。

　吐出口の断面積が14㎠を超える井戸を利用されている場合は、「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及
び持続的な利用に関する条例」により、平成２５年４月１日から６０日以内に鳥取県に届け出が必要となります
が、あわせて町への届け出もお願いします。
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